
年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†76－2151 内線222、223

▼学生納付特例制度があります

学生納付特例とは、所得がない

学生の方が、将来、年金を受け取

ることができなくなることや、不

慮の事故等により障害が残ってし

まった場合に、障害基礎年金を受

けることができなくなることを防

止するため、本人の申請により保

険料の納付が猶予される制度で

す。

▼ 学生納付特例を受けると年金　

受給資格に算定されます

学生納付特例を受けずに「未納」

にしていると、将来の障害基礎年

金や遺族基礎年金、老齢基礎年金

の受給に際し、未納期間が保険料

納付の資格期間から除外されてし

まいます。

▼手続きはとても簡単です

手続きには年金手帳、学生証ま

たは在学証明証、印鑑が必要です。

学生の皆さん！ご存知ですか

統一標語『 消すまでは　心の警報　OＮのまま』

４月20日から４月30日までの11日間

問い合わせ先 津別消防署 †76－2189

１．サイレン吹鳴　　　　　４月20日～４月26日　午後７時

２．消防車による町内広報 ４月20日～４月30日

３．防火パレード　　　　 ４月19日（土）午後１時～

（消防団・外郭団体等、ミニ消防車も

参加します）

４．防火・救急教室　　期間中に随時実施

問い合わせ先 住民企画グループ　† 76－2151（内線216）

春の全国交通安全運動
４月６日（日）～15日（火）
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産業振興課
商工観光担当
†76－2151
（内線315）
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みなさんに水道水を安全に飲んでい
ただくため、水道法に基づく水質検査
を毎月行っています。
その検査項
目や検査頻度
を記載した
「水質検査計
画」の閲覧を
下記により行
っています。
閲覧はいつでもできますのでご覧く
ださい。
閲覧場所 建設課（２階２番窓口）
※町のホームページもご覧ください。
http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp

問い合わせ先

建設課水道住宅グループ

†76－2151（内線253）

水質検査計画の
公表について

春先は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。小さな火が大

きな火災につながりますので、火の取り扱いには十分注意しましょう。

運
動
の
重
点

［全道統一行動日］

4月7日(月)セーフティコール

［交通事故死ゼロを目指す日］

4月10日(木)

津別町では、環境負荷の少ない再生エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策に寄与するた

め、一般住宅に太陽光発電システムを設置する方を対象に補助金を交付します。

※工事着手前の事前申請になりますので、設置予定の方は必ず事前にご相談ください。

補助対象者
q町内に住所を有する方で、町内において自ら居住する住宅等に新たに太陽光発電システムを設置する方または

自ら居住するための太陽光発電システム付きの住宅等（新築のものに限る）を購入する方。ただし、借地・借　

家等に居住している方が設置する場合は、当該土地・建物の所有者の承諾を得ていること

w町税を滞納していない方

e発電システムの利用状況等について、町が行う調査に協力できる方

補助対象となる太陽光発電システム

q太陽光発電システムの条件（次の全てに適合するもの）

・低圧配電線と逆潮流有りで連結し、電力会社と電灯契約及び余剰電力の

売買契約を締結できること

・発電出力が10ｋｗ未満の設備であること

・日本工業規格等で認められていること

・未使用であること（中古品は対象外です）

w補助金対象範囲

・太陽電池モジュール、架台、接続箱、インバーター、発生電力量計、直流側開閉器、保護装置、売買電力量　

計、配線・配線器具の購入、据付、設置工事に関する費用

補助金の額

設置（購入）した太陽光発電システムの最大出力の値（ｋｗ表示とし、小数点以下第２未満は四捨五入）に

１ｋｗ当り４万円を乗じて得た額。ただし、補助金限度額は12万円となります。

問い合わせ・申請先　産業振興課 商工観光グループ　†76-2151（内線259）

～前ページから続く～

≪認定こども園名称募集≫応募要項

【応募資格】 町内に住所を有する方

【応募方法】 １人１点の応募、自作未発表の名称

応募用紙に必要事項を記入の上、事務局に持参いただく

か、下記宛先へ郵送またはファックスして下さい。

【応募事項】 名称、簡単な理由、住所、氏名、年齢、性別、電話番号

を明記して下さい。

【応募締切】 平成26年４月15日（火）

※郵送の場合、当日消印有効とします。

【発　　表】 採用者本人に通知するほか｢広報つべつ｣等で発表します。

【応募・問い合わせ先】

〒092－0292

津別町字幸町41番地

津別町役場内　社会福祉法人設立準備会事務局

†76－2151（内線310） FAX  76－2976

キリトリ

住 所

氏 名

年 齢

電 話

名 称

簡単な理由

認定こども園名称応募用紙

性 別 男 ・ 女

○子どもと高齢者の交通事故防止

○自転車の安全利用の推進　

○全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底

○飲酒運転の根絶


